
 

５５ 

承認第１２号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

平成３０年度おいらせ町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）

を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報

告し、承認を求める。 

 

 

令和 元 年 ５ 月１０日 提出 

 

おいらせ町長 成 田   隆   



 

５６ 

専決第１１号 

 

平成３０年度おいらせ町公共下水道事業特別会計補正予算（第４

号）について 

 

平成３０年度おいらせ町の公共下水道事業特別会計補正予算は、次に

定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９，６４２千円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，０８６，２０７千

円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。 

 

 

平成３１年 ３ 月３１日 専決 

 

おいらせ町長 成 田   隆   
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第１表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 
 

歳 入    
（単位：千円） 

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計 

1 分担金及び負担金  1,727 1,643 3,370 

1 分 担 金 266 30 296 

2 負 担 金 1,461 1,613 3,074 

2 使用料及び手数料  141,990 △2,213 139,777 

1 使 用 料 141,768 △2,306 139,462 

2 手 数 料 222 93 315 

4 繰 入 金  709,416 △5,784 703,632 

1 一般会計繰入金 709,416 △5,784 703,632 

6 諸 収 入  8,288 △188 8,100 

2 雑 入 8,287 △188 8,099 

7 町 債  225,000 △3,100 221,900 

1 町 債 225,000 △3,100 221,900 

歳 入 合 計 1,095,849 △9,642 1,086,207 
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歳 出    
（単位：千円） 

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計 

1 総 務 費  204,775 △4,473 200,302 

1 総務管理費 204,775 △4,473 200,302 

2 事 業 費  98,604 △2,498 96,106 

1 建設事業費 98,604 △2,498 96,106 

3 公 債 費  791,470 △2,671 788,799 

1 公 債 費 791,470 △2,671 788,799 

歳 出 合 計 1,095,849 △9,642 1,086,207 
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第２表  地 方 債 補 正 

 

変 更   

起 債 の 目 的 
補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起債の方法 利   率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利   率 償 還 の 方 法 

 千円    千円    

公 共 下 水 道 事 業 債 14,000 

証書借入 

 

年 3.5％以内 

（ただし、利

率見直し方式

で借入れる場

合、利率の見

直しを行った

後 に お い て

は、当該見直

し後の利率） 

 

政府資金について

は、その融資条件によ

り、銀行その他の場合

にはその債権者と協定

するものによる。 

ただし、町財政の都

合により据置期間及び

償還期限を短縮し、又

は繰上償還もしくは低

利に借換えすることが

できる。 

13,000 

証書借入 

 

年 3.5％以内 

（ただし、利

率見直し方式

で借入れる場

合、利率の見

直しを行った

後 に お い て

は、当該見直

し後の利率） 

 

政府資金について

は、その融資条件によ

り、銀行その他の場合

にはその債権者と協定

するものによる。 

ただし、町財政の都

合により据置期間及び

償還期限を短縮し、又

は繰上償還もしくは低

利に借換えすることが

できる。 

資 本 費 平 準 化 債 149,500 147,400 


